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「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱い

について

貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準については、「貨物自動車運送事

業者に対する行政処分等の基準について」（平成１６年６月３０日付け国自総第１１

９号、国自貨第２８号、国自整第３６号）において示されているところであるが、そ

の細部取扱いを下記のとおり定めたので、今後、貨物自動車運送事業者に対して行政

処分等を行う際は、本取扱いにより適切に処理することとされたい。

なお、「「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱

いについて」（平成１５年２月１４日付け国自総第４６０号、国自貨第９５号、国自

整第１８３号）は、廃止する。



記

１ 用語の定義

この通達で用いる用語については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等

の基準について」（平成１６年６月３０日付け国自総第１１９号、国自貨第２８

号、国自整第３６号。以下「局長通達」という。）に定めるところによるものとす

る。

２ 「１通則」関係

(1) (1)の勧告又は警告を行うときは、「勧告書」又は「警告書」を発出するもの

とし、当該「勧告書」又は「警告書」は、別添１「警告書の例」を参考として

作成するものとする。この場合において、「警告書」は「勧告書」より厳しい

「再度法令違反を行えば自動車等の使用停止を行う」等の文書表現を含むもの

とする。

(2) (5)の貨物自動車運送事業関係行政処分審査委員会については自動車交通部

長、自動車業務監査指導部長、自動車技術安全部長、自動車交通部次長、自動

車技術安全部次長、担当課長、担当課長補佐、担当専門官及び担当係長等によ

り地方運輸局の実情に応じて構成するものとし、その設置要領については地方

運輸局において作成するものとする。

(3) (5)の貨物自動車運送事業関係行政処分審査委員会は、違反行為ごとの日車数

の決定等について、その議に付すものとする。

(4) (6)の措置に当たっては、原則として、違反行為に係る営業所の所長を同席さ

せるものとし、事業者に対して、別添２「改善報告書の例」を参考として、改

善状況について報告するよう指導するものとする。

３ 「２ 処分日車数制度」関係

(2)中「直近上位に相当する５の倍数の日車数」とは、例えば、日車数の合計が

５１日車の場合は５５日車を、日車数の合計が５７日車の場合は６０日車をいう。

４ 「３ 違反点数制度」関係

(1) (1)中「１０日車までごとに１点」とは、５日車は１０日車に切り上げ処理し

て点数付与するものであり、例えば、５５日車は６０日車として６点を付与す

るものである。

(2) (3)中「行政処分を行った日」とは、処分権者が違反行為を行った事業者に対

して、法令に基づいて行政処分を行うべく決裁を行った日をいう。

(3) (3)中「所要の措置」とは、局長通達１(6)による措置その他行政処分に際して

受けた指導内容に係る措置をいう。

５ 「４ 自動車等の使用停止処分」関係

(1)の自動車等の使用停止処分を行うときは、「自動車等の使用停止及び附帯命



令書」を発出するものとし、当該命令書は、別添３「一般貨物自動車運送事業の輸

送施設の使用停止及び附帯命令書の例」を参考として作成するものとする。

６ 「５ 事業停止処分」関係

(1) (1)の事業停止処分を行う場合は、事前に国土交通本省自動車交通局貨物課に

連絡するものとする。

(2) (1)表③中「累積点数が５１点以上となった場合」には、局長通達３(5)により

累積点数が既に５１点以上である事業者が、さらに当該管轄区域内の営業所に

違反点数を付される場合も含まれるものとして取り扱う。

(3) (1)の事業停止処分を行うときは、「事業の停止及び附帯命令書」を発出する

ものとし、当該命令書は、別添４「一般貨物自動車運送事業の全部（一部）の

停止及び附帯命令書の例」を参考として作成するものとする。

(4) (2)による事業停止の期間が３日間となる場合にあっては、原則として、土曜

日、日曜日、祝日、休日その他当該処分を受ける事業者が通常事業活動を行っ

ていない日を含まないよう事業停止期間を設定するものとする。

(5) (3)の「関係行為」とは、次に掲げる行為をいう。

① 貨物自動車利用運送

② 貨物自動車運送事業用施設において当該事業者の他の営業所に所属する事

業用自動車を使用して行う貨物の取扱い

７ 「６ 許可の取消し処分」関係

(1) (1)の許可の取消し処分（行方不明事業者及び運輸開始の期限条件違反に係る

ものを除く。）を行う場合は、事前に国土交通本省自動車交通局貨物課に連絡

するものとする。

(2) (1)①の「事業停止処分を過去２年間に３回受けていた事業者」には、(2)によ

り過去２年間に４回以上事業停止処分を受けていたものとして扱われる事業者

も含まれるものとして取り扱う。

(3) (1)②の「累積点数が８１点以上となった場合」には、局長通達３(5)により累

積点数が既に８１点以上である事業者が、さらに当該管轄区域内の営業所に違

反点数を付される場合も含まれるものとして取り扱う。

８ 「７ 行政処分又は命令の公表」関係

(1) 自動車交通局及び地方運輸局は、行政処分又は命令を行った場合は、当該行政

処分又は命令について、次に掲げる事項を公表するものとする。

① 行政処分又は命令の年月日

② 事業者の氏名又は名称及び主たる事務所の位置（番地まで）

③ 当該行政処分又は命令に係る営業所の名称及び位置（番地まで）

④ 行政処分又は命令の内容

⑤ 主な違反条項

⑥ 監査実施の端緒及び違反行為の概要



⑦ 当該行政処分により当該営業所に付された違反点数及び当該管轄区域に係

る事業者の累積点数

(2) 地方運輸局においては、事業停止処分、許可の取消し処分のほか、社会的な関

心が高いと認められる行政処分等については、その都度、報道機関等へ上記(1)

①～⑦の内容を記載した資料を提供するとともに、局報及びホームページに掲

載するものとする。

(3) 自動車交通局は、毎月、その前月に行った行政処分又は命令について、上記

(1)①～⑦の項目をホームページで公表するものとする。

また、各運輸局等においても、これらの情報を自動車交通局のホームページ

からリンクして公表するものとする。

(4) ホームページの掲載は、掲載を行った月から３年間継続して行うものとする。

(5) 地方運輸局は、３月ごとに、当該管轄区域に係る累積点数が２１点以上の事業

者について、事業者名、累積点数及び主な違反行為を報道機関等への資料提供

並びに局報及びホームページへの掲載により公表するものとする。

(6) 自動車交通局は、６月ごとに、累積点数が２１点以上の事業者について、管轄

区域別に、累積点数ごとの事業者数を報道機関等への資料提供及びホームページ

への掲載により公表するものとする。

９ 過積載違反に係る行政処分の具体的適用

過積載違反（過積載による運送の引受けに係る違反行為をいう。以下同じ。）に

係る基準日車等の適用については、違反日順に、違反回数及び違反の程度に対応し

た基準日車等を適用することを原則とし、過積載違反に係る輸送の安全確保命令及

び特別監査については、処分日順に、処分回数に応じて実施することを原則とし、

次の例により行うものとする。

① 初回の過積載違反の程度が５割未満であれば、１０日×違反車両数、２回目が

５割以上１０割未満であれば、５０日×違反車両数、３回目が１０割以上であれ

ば、１６０日×違反車両数とする。

② ３回目を超える過積載違反に係る基準日車等は、累違反の基準日車等を適用す

るものとする。

③ 過積載違反の違反回数のカウント（初回、２回、３回・・・）は、違反日から

さかのぼって３年以内の回数とする。

（例）

１年間 ２年間 ３年間

｜ ▼ ｜ ｜ ｜ ▼

17.4.1 ↓ 18.4.1 19.4.1 20.4.1↓

初回違反日17.5.1 違反日20.6.1

初回 ２回目 ３回目

２回目

平成２０年６月１日の過積載違反は、初回違反日から数えると３回目である

が、初回違反日から３年以上経過しているので、２回目として再違反の基準日車



等を適用する。

④ 過積載違反の処分回数のカウント（初回、２回、３回・・・）は、処分日から

さかのぼって３年以内の回数とする。

（例）

１年間 ２年間 ３年間

｜ ▼ ｜ ｜ ｜ ▼

17.4.1 ↓ 18.4.1 19.4.1 20.4.1↓

初回処分日17.5.1 処分日20.6.1

初回 ２回目 ３回目 ４回目

３回目

平成２０年６月１日の行政処分は、初回処分日から数えると４回目であるが、

初回処分日から３年以上経過しているので、３回目としてカウントし、行政処分

と併せて輸送の安全確保命令を行う。

⑤ 稀なケースとして、過去に過積載違反に係る行政処分を受けた事業者につい

て、都道府県公安委員会から運輸支局に対し、前回行政処分を行った過積載違反

よりも前に行われた過積載違反に係る道路交通法第１０８条の３４の規定に基づ

く通報が行われることがあるが、この場合は、基準日車等については初回違反の

ものを適用し、処分回数については２回目として扱う。

（例）

▼ ▼ ▼ ▽ ▽

17.4.15 17.5.1 17.5.23 17.5.26 17.6.26に

違反日 通報日 処分日 通 報 行政処分予定

↓ 初回違反扱い

違反日17.4.2

平成１７年６月２６日に、初回違反日（17.4.15）より以前の違反日（17.4.

2）の違反行為について行政処分を行う場合の例｡

⑥ 道路交通法第１０８条の３４の規定により、都道府県公安委員会から一度に多

数の通報があるような場合は、下記の例のとおり違反日により、それぞれの基準

日車等を適用することとする。

（例１：通報中最後が実測）

▼ ▼ ▼ ▽

17.4.1 17.4.15 17.5.15 17.6.30

Ａ違反日 Ｂ違反日 Ｃ違反日 通報

帳票等 帳票等 実測

３件中最後が実測（Ａ違反日（17.4.1）、Ｂ違反日（17.4.15）､Ｃ違反日（1

7.5.15）の過積載違反）について一度にまとめて通報があった場合、Ａ違反日及

びＢ違反日の過積載違反には、それぞれ初回違反の基準日車等を、Ｃ違反日の過

積載違反には再違反の基準日車等を適用する。

（例２：通報全てが実測）



▼ ▼ ▼ ▽

17.4.1 17.4.15 17.5.15 17.6.30

Ａ違反日 Ｂ違反日 Ｃ違反日 通報

実測 実測 実測

実測による３件（Ａ違反日（17.4.1）、Ｂ違反日（17.4.15）、Ｃ違反日（17.

5.15）の過積載違反）について一度にまとめて通報があった場合、Ａ違反日の過

積載違反には初回違反の基準日車等を、Ｂ違反日の過積載違反には再違反の基準

日車等を、Ｃ違反日の過積載違反には累違反の基準日車等を適用する。

なお、例１、例２以外の通報があった場合には、例１、例２を参考に日車数を

計算したものを貨物自動車運送事業関係処分審査委員会の議に付して決定するこ

ととする。

また、都道府県警察本部等からの検挙通報で、違反日が同一の複数の違反車両

の通報があった場合の基準日車等は、下記の例のとおり当該違反回数のそれぞれ

の違反程度に応じた基準日車等×違反車両数とする。

（例）

▼ ▼ ▽ ▽

17.4.1 17.4.21 17.4.25 17.5.20

Ａ違反日 Ａ処分日 Ｂ違反日 行政処分予定

（ア、イ、ウの３両）

Ａ違反日（17.4.1）の過積載違反について行政処分を受けた事業者に対し、Ｂ

違反日（17.4.25）の車両ア、イ、ウに係る過積載違反について行政処分を行う

場合の例。

違反年月日 違反の程度 基準日車等

ア 17.4.25 ５割未満 ３０日車

イ 17.4.25 ５割以上１０割未満 ５０日車

ウ 17.4.25 １０割以上 ８０日車

⑦ 過積載違反に係る３回目以降の行政処分を行う場合にあっては、併せて、輸送

の安全確保命令を行うものとする。また、過積載違反に係る３回目以降の行政処

分の日から１年以内に過積載違反輸送が行われた場合は、特別監査を行うものと

する。

附 則 （平成１６年６月３０日付け国自総第１２１号、国自貨第３０号、

国自整第３８号

この通達は、平成１６年８月１日から適用する。

附 則 （平成１７年１２月８日付け国自総第４１２号、国自貨第８６号、

国自整第８８号）

この通達は、平成１８年２月１日から施行する。

附 則 （平成１９年２月２８日付け国自総第５１２号、国自貨第１４４号、



国自整第１５０号）

この通達は、平成１９年３月１日から施行する。

附 則 （平成１９年６月２８日付け国自総第１３８号、国自貨第４６号、

国自整第５２号）

この通達は、平成１９年６月２８日から施行する。

附 則 （平成２０年７月３０日付け国自安第４９号、国自貨第６５号、

国自整第７２号）

この通達は、平成２０年７月３０日から施行する。



別添１（警告書の例 （記２(1)関係））

○○第 号

○○第 号

平成 年 月 日

☆☆運輸株式会社

代表取締役社長 □□ □□殿

,○○運輸局長 ○○ ○○

警 告 書

貴社の経営する一般貨物自動車運送事業の運営実態を監査したところ、下記のとおり、

貨物自動車運送事業法の規定に違反する事実が認められた。

このような違反行為は、事業の健全なる発達を阻害するとともに、輸送の安全確保が図

れないことになるので、直ちに法令の定めるところに従って事業を改善し、事業の適法な

運営を図り、再び違反行為を行わないよう厳重に警告する。

また、この違反に対する事業の改善の具体的措置を書面により、平成 年 月 日以降

に呼出し監査を行うので、呼出し監査の通知があった場合には、改善報告書及び関係帳票

類を持参のうえ当局に来局されたい。

なお、呼出し監査を拒否した場合又は改善報告書において改善状況が確認できない場合

は、特別監査を行う他、自動車等の使用停止処分等の措置をとることがあることを申し添

える。

記

○○○○を行っていた。

（貨物自動車運送事業法第○条違反）

（日本工業規格Ａ列４番）



別添２（改善報告書の例 （記２(4)関係））

平成 年 月 日

○○運輸局長 殿

（○○運輸支局長経由）

☆☆運輸株式会社

,代表取締役社長 □□ □□

改 善 報 告 書

１ 指摘事項

平成 年 月 日付け、○○第 号による指摘事項等

①過積載運送の再発防止策、②運行管理者に対する指導、③運転者教育、④荷主との折

衝（協力要請 、⑤その他）

（当日持参する帳票類 ○○、○○等）

２ 改善事項

①過積載運送の再発防止策

②運行管理者に対する指導

③運転者教育

④荷主との折衝（協力要請）

⑤その他

（記入者氏名 電話 ）

（日本工業規格Ａ列４番）

注：本文例は、主に過積載違反の処分歴が多い事業者の例である。



別添３(一般貨物自動車運送事業の輸送施設の使用停止及び附帯命令書の例)(記５関係)

○○第 号

○○第 号

輸送施設の使用停止及び附帯命令書

☆☆運輸株式会社

代表取締役社長 □□ □□殿

貴社の経営する一般貨物自動車運送事業について、下記１のとおり貨物自動車運送事業

法等関係法令に違反する事実があった。よって、同法第３３条の規定に基づき、下記２の

とおり、輸送施設の当該事業のための使用を停止することを命ずる。

さらに、同法第３４条第１項の規定に基づき、当該事業用自動車の自動車検査証を○○

運輸支局長に返納するとともに、自動車登録番号標及び封印を取り外し、その自動車登録

番号標について同支局長の領置を受けるべきことを命ずる。

また、このような違反行為は、事業の健全なる発達を阻害し、輸送の安全確保に支障を

来すことになるので、法令の定めに従って速やかに事業を改善するとともに、この違反に

対する事業の改善の具体的措置について、平成 年 月 日以降に呼出し監査を行うの

で、呼出し監査の通知があった場合には、改善報告書及び関係帳票類を持参のうえ当局に

来局されたい。

なお、呼出し監査を拒否した場合又は改善報告書において改善状況が確認できない場合

は、特別監査を行う他、自動車等の使用停止処分等の措置をとることがあることを申し添

える。

記

１ 違反事実（○○営業所に係る違反）

別紙のとおり

２（１）使用を停止する輸送施設（事業用自動車 ○両）

自動車登録番号 △△△△△△

（２）使用を停止をする期間（○○日間）

違反事実の処分日車数をもとに「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準に

ついて （平成１６年６月３０日付け国自総第１１９号、国自貨第２８号、国自整第」

３６号）４に定めるところにより決定されたものである。

なお、具体的な停止期間は次のとおり。

平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで

３ 事業計画の変更についての措置

上記１の違反事実により、上記２（２）の使用停止期間の終了日の翌日から起算し

て、運行系統の新設に係る事業計画の変更認可申請にあっては、３か月間これを行うこ

とができない。

また、事業用自動車の数（増車）に係る事業計画の変更届出にあっては、増車実施予

定日が上記２（２）の停止期間の終了日の翌日以降であること。

なお、増車実施予定日が上記２（２）の停止期間の終了日以前の場合には、貨物自動

車運送事業法第２６条に基づく事業改善命令を発することがあることを申し添える。

平成 年 月 日

,○○運輸局長 ○○ ○○

（行政不服審査法による不服申立ての教示）

（行政事件訴訟法による訴訟等の提起の教示）

（日本工業規格Ａ列４番）



別添４（一般貨物自動車運送事業の全部(一部)の停止及び附帯命令書の例）（記６(3)関
係）

○○第 号
○○第 号

一般貨物自動車運送事業の全部（一部）の停止及び附帯命令書

☆☆運輸株式会社
代表取締役社長 □□ □□殿

貴社は、下記のとおり貨物自動車運送事業法に違反する事実があった。よって、同法第３３条
の規定に基づき、下記２及び３のとおり事業の全部（一部）を停止し、かつ、同法第３４条第１
項の規定により、下記のとおり当該事業用自動車の自動車検査証を返納するとともに、自動車登
録番号標の領置を受けるべきことを命ずる。
また、この違反事実に対する事業の改善の具体的措置について、平成 年 月 日以降に呼出

し監査を行うので、呼出し監査の通知があった場合には、改善報告書及び関係帳票類を持参のう
え当局に来局されたい。
なお、呼出し監査を拒否した場合又は改善報告書において改善状況が確認できない場合は、特

別監査を行う他、自動車等の使用停止処分等の措置をとることがあることを申し添える。
記

１ 違反事実
別紙のとおり

２ 事業停止をする事業
一般貨物自動車運送事業

３（１）事業を停止する営業所（営業所の位置）
☆☆運輸株式会社△△△営業所（・・・・・・）

□□□営業所（・・・・・・）
（２）事業停止をする期間（○○日間）
違反事実の処分日車数をもとに「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準につい

て」（平成１６年６月３０日付け国自総第１１９号、国自貨第２８号、国自整第３６号）５に
定めるところにより決定されたものである。
なお、具体的な停止期間は次のとおり。

平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで

４ 自動車検査証を返納し、かつ、自動車登録番号標の領置を受けるべき事業用自動車の自動車
登録番号並びにその期日及び場所
自動車登録番号 （別紙のとおり）
期 日、場 所 平成 年 月 日 ○○運輸局○○運輸支局

５ 事業計画の変更についての措置
上記１の違反事実により、上記３（２）の事業停止期間の終了日の翌日から起算して、運行

系統の新設に係る事業計画の変更認可申請にあっては、３か月間これを行うことができない。
また、事業用自動車の数（増車）に係る事業計画の変更届出にあっては、増車実施予定日が

上記３（２）の停止期間の終了日の翌日以降であること。
なお、増車実施予定日が上記３（２）の停止期間の終了日以前の場合には、貨物自動車運送

事業法第２６条に基づく事業改善命令を発することがあることを申し添える。

平成 年 月 日
,○○運輸局長 ○○ ○○

（行政不服審査法による不服申立ての教示）

（行政事件訴訟法による訴訟等の提起の教示）

（日本工業規格Ａ列４



別添３記１及び別添４記１別紙の例その１)（

別 紙

違反事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等」に基

づく処分日車数の算出

（平成○○年○○月○○日に行った監査時における○○営業所に係る違反）

違 反 事 実

適 用番号 （適 用 条 項） 基準日車数

運転者の過労防止に関する措置が次の事項につ ４０日車 未遵守計３１件１

いて不適切であったこと。 以上

・所定の労働時間を超えて乗務していた者があ

ったこと。 【未遵守計３５件】

（貨物自動車運送事業法第１７条第１項）

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４

項）

乗務等の記録について、次の事項が不適切であ １０日車 記載不備率５０２

ったこと。 ％以上

【○○件中○○件 未遵守率５５．５％】

①休憩又は睡眠をした地点及び日時

②車両総重量８トン以上又は最大積載量５トン

以上の事業用自動車の貨物の積載状況

（貨物自動車運送事業法第１７条第３項）

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条第１

項）

処分日車数 ４５日車

備 考

「処分日車数」については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」

（平成１６年６月３０日付け国自総第１１９号、国自貨第２８号、国自整第３６号）２に定

めるところにより算出したものである。

（日本工業規格Ａ列４番）



別添３記１及び別添４記１別紙の例その２（「処分日車数」を加重又は軽減する場（
合）)

「処分日車数」を「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等を行うべき違反行為及び日
車数等について」（平成１６年６月３０日付け国自総第１２２号、国自貨第３１号、国自整
第３９号。以下「処分基準」という。）に基づき加重又は軽減する場合は、「処分基準に定
めるところにより加重（軽減）して算出したものである。」と記述する。

別 紙

違反事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等」に基
づく処分日車数の算出

（平成○○年○○月○○日に行った監査時における○○営業所に係る違反）

違 反 事 実
適 用番号 （適 用 条 項） 基準日車数

運転者の過労防止に関する措置が次の事項につ １２０日車 未遵守計３１件１
いて不適切であったこと。 以上
・所定の労働時間を超えて乗務していた者があ （再違反適用）
ったこと。 【未遵守計３５件】

４０日車→◎１２０日車
（貨物自動車運送事業法第１７条第１項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）

乗務等の記録について、次の事項が不適切であ ３０日車 記載不備率５０２
ったこと。 ％以上

【○○件中○○件 未遵守率５５．５％】 （再違反適用）
①休憩又は睡眠をした地点及び日時
②車両総重量８トン以上又は最大積載量５トン
以上の事業用自動車の貨物の積載状況

１０日車→◎３０日車
（貨物自動車運送事業法第１７条第３項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条第１
項）

処分日車数 １５０日車

備 考
① 「処分日車数」については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準につい

て」（平成１６年６月３０日付け国自総第１１９号、国自貨第２８号、国自整第３６号）
２に定めるところにより算出したものである。

② ◎印については、「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車
数等について」（平成１６年６月３０日付け国自総第１２２号、国自貨第３１号、国自整第
３９号。以下「処分基準」という。）５に定めるところにより、輸送の安全確保に関する違
反事項として加重したものである。

③ 「処分日車数」については、「基準日車数」をもとに処分基準６に定めるところにより、
輸送の安全確保に関する違反事項を１．１倍加重したうえで、前記①に定めるところにより
算出したものを直近上位に相当する５の倍数に切り上げたものである。

（日本工業規格Ａ列４番）


